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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の発信先電話番号に基づいて発信した通信端末に、前記発信の後に取得した前記通
信端末の発信元電話番号によりＳＭＳとして送信されるメッセージに記載される第２のＵ
ＲＬを記憶する記憶部と、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得し、前記第２のＵ
ＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれた
第１のＵＲＬを抽出する制御部と、
　を備え、
　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応し、
　前記記憶部は、前記第２のＵＲＬを、前記通信端末の発信元ＩＤ又は発信元電話番号と
対応付けて記憶する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記通信端末から前記発信元電話番号に
付加されて発信されたコードに基づき前記メッセージの送信が可能と判定された当該通信
端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
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　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記通信端末の前記発信元電話番号に基
づき前記メッセージの送信が可能と判定された当該通信端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記通信端末の前記発信元電話番号に基づき判別される通信事業者のコードを取得し、
前記通信端末に送信される前記第２のＵＲＬを含むメッセージのフォーマットを判定する
、
　ことを特徴とする請求項１から３の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記発信先電話番号へ発信された前記通
信端末のユーザによる操作により前記通信端末から送信された第１の選択信号に基づき前
記通信端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項１から４の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第１の選択信号は、前記発信先電話番号へ発信された前記通信端末への音声案内に
応じてユーザが前記通信端末を操作することにより、前記通信端末から送信される、
　ことを特徴とする請求項５記載の情報処理装置。
【請求項７】
　リダイレクトサーバを有し、
　前記リダイレクトサーバは、前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得し、前記
第２のＵＲＬに基づいて前記第１のＵＲＬを抽出する、
　ことを特徴とする請求項１から６の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第２のＵＲＬを、前記発信先電話番号へ発信された前記通信端末の前記発信元電話
番号から生成する、
　ことを特徴とする請求項１から７の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記通信端末の前記発信元ＩＤに紐付く情報は、前記第１のＵＲＬに対応して前記通信
端末に表示されるページにおいて管理される、
　ことを特徴とする請求項１から８の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第２のＵＲＬを、前記通信端末の前記発信元電話番号と対応付けて記憶する、
　ことを特徴とする請求項１から９の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、複数の電話番号それぞれに対応付け
られたＵＲＬから、前記通信端末の前記発信先電話番号に対応して決定された前記第１の
ＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項１０の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、前記発信先電話番号と対応付けられ
た複数のＵＲＬのうち、前記通信端末のユーザによる操作により前記通信端末から送信さ
れた第２の選択信号に基づき決定された前記第１のＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項１０の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　所定の発信先電話番号へ発信された通信端末をユーザが操作することにより前記通信端
末から送信された第１の選択信号に基づき、前記発信の後に取得した前記通信端末の発信
元電話番号によりＳＭＳとして前記通信端末に対して送信される第２のＵＲＬを記憶する
記憶部と、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得し、前記第２のＵ
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ＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれた
第１のＵＲＬを抽出する制御部と、
　を備え、
　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１４】
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記通信端末から前記発信元電話番号に
付加されて発信されたコードに基づき前記メッセージの送信が可能と判定された当該通信
端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項１３記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記通信端末の前記発信元電話番号に基
づき前記メッセージの送信が可能と判定された当該通信端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項１３記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記通信端末の前記発信元電話番号に基づき判別される通信事業者のコードを取得し、
前記通信端末に送信される前記第２のＵＲＬを含むメッセージのフォーマットを判定する
、
　ことを特徴とする請求項１３から１５の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記第１の選択信号に基づきメッセージ
の送信が可能と判定された前記通信端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項１３記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記第１の選択信号に基づき判定した通信事業者に応じて、前記通信端末に送信される
前記第２のＵＲＬを含むメッセージのフォーマットを決定する、
　ことを特徴とする請求項１３又は１７記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記第１の選択信号は、前記発信先電話番号へ発信された前記通信端末への音声案内に
応じてユーザが前記通信端末を操作することにより、前記通信端末から送信される、
　ことを特徴とする請求項１３から１８の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　リダイレクトサーバを有し、
　前記リダイレクトサーバは、前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得し、前記
第２のＵＲＬに基づいて前記第１のＵＲＬを抽出する、
　ことを特徴とする請求項１３から１９の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項２１】
　前記第２のＵＲＬを、前記通信端末の前記発信元電話番号と対応付けて記憶する、
　ことを特徴とする請求項１３から２０の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項２２】
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、複数の電話番号それぞれに対応付け
られたＵＲＬから、前記通信端末の前記発信先電話番号に対応して決定された前記第１の
ＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする請求項１３から請求項２１の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項２３】
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、前記発信先電話番号と対応付けられ
た複数のＵＲＬのうち、前記通信端末のユーザによる操作により前記通信端末から送信さ
れた第２の選択信号に基づき決定された前記第１のＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする請求項１３から請求項２１の何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項２４】
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　所定の発信先電話番号へ発信された通信端末に、前記発信の後に取得した前記通信端末
の発信元電話番号によりＳＭＳとして前記通信端末に対して送信される第２のＵＲＬを記
憶する記憶部と、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得し、前記第２のＵ
ＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれた
第１のＵＲＬを抽出する制御部と、
　を備え、
　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応し、
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、複数の電話番号それぞれに対応付け
られたＵＲＬから、前記通信端末の前記発信先電話番号に対応して決定された前記第１の
ＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２５】
　所定の発信先電話番号へ発信された通信端末に、前記発信の後に取得した前記通信端末
の発信元電話番号によりＳＭＳとして前記通信端末に対して送信される第２のＵＲＬを記
憶する記憶部と、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得し、前記第２のＵ
ＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれた
第１のＵＲＬを抽出する制御部と、
　を備え、
　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応し、
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、前記発信先電話番号と対応付けられ
た複数のＵＲＬのうち、前記通信端末のユーザによる操作により前記通信端末から送信さ
れた選択信号に基づき決定された前記第１のＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２６】
　所定の発信先電話番号に基づいて発信した通信端末に、前記発信の後に取得した前記通
信端末の発信元電話番号によりＳＭＳとして送信されるメッセージに記載される第２のＵ
ＲＬを記憶し、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得して、前記第２の
ＵＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれ
た第１のＵＲＬを抽出する、
　情報処理方法であって、
　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応し、
　前記第２のＵＲＬを、前記通信端末の発信元ＩＤ又は発信元電話番号と対応付けて記憶
する、
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項２７】
　所定の発信先電話番号へ発信された通信端末をユーザが操作することにより前記通信端
末から送信された第１の選択信号に基づき、前記発信の後に取得した前記通信端末の発信
元電話番号によりＳＭＳとして前記通信端末に対して送信される第２のＵＲＬを記憶し、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得して、前記第２の
ＵＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれ
た第１のＵＲＬを抽出する、
　情報処理方法であって、
　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応する、
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　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項２８】
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記通信端末から前記発信元電話番号に
付加されて発信されたコードに基づき前記メッセージの送信が可能と判定された当該通信
端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項２６又は２７記載の情報処理方法。
【請求項２９】
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージは、前記通信端末の前記発信元電話番号に基
づき前記メッセージの送信が可能と判定された当該通信端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項２６又は２７記載の情報処理方法。
【請求項３０】
　前記通信端末の前記発信元電話番号に基づき判別される通信事業者のコードを取得し、
前記通信端末に送信される前記第２のＵＲＬを含むメッセージのフォーマットを判定する
、
　ことを特徴とする請求項２６から２９の何れか一項記載の情報処理方法。
【請求項３１】
　前記第２のＵＲＬを含むメッセージは、前記発信先電話番号へ発信された前記通信端末
のユーザによる操作により前記通信端末から送信された第１の選択信号に基づき前記通信
端末に送信される、
　ことを特徴とする請求項２６記載の情報処理方法。
【請求項３２】
　リダイレクトサーバにより、前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得し、前記
第２のＵＲＬに基づいて前記第１のＵＲＬを抽出する、
　ことを特徴とする請求項２６から３１の何れか一項記載の情報処理方法。
【請求項３３】
　前記第２のＵＲＬを、前記発信先電話番号へ発信された前記通信端末の前記発信元電話
番号から生成する、
　ことを特徴とする請求項２６から３２の何れか一項記載の情報処理方法。
【請求項３４】
　前記第２のＵＲＬを、前記通信端末の前記発信元電話番号と対応付けて記憶する、
　ことを特徴とする請求項２６から３３の何れか一項記載の情報処理方法。
【請求項３５】
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、複数の電話番号それぞれに対応付け
られたＵＲＬから、前記通信端末の前記発信先電話番号に対応して決定された前記第１の
ＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする請求項２６から請求項３４の何れか一項記載の情報処理方法。
【請求項３６】
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、前記発信先電話番号と対応付けられ
た複数のＵＲＬのうち、前記通信端末のユーザによる操作により前記通信端末から送信さ
れた第２の選択信号に基づき決定された前記第１のＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする請求項２６から請求項３５の何れか一項記載の情報処理方法。
【請求項３７】
　所定の発信先電話番号に基づいて発信した通信端末に、前記発信の後に取得した前記通
信端末の発信元電話番号によりＳＭＳとして送信されるメッセージに記載される第２のＵ
ＲＬを記憶し、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得して、前記第２の
ＵＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれ
た第１のＵＲＬを抽出する、
　情報処理方法であって、
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　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応し、
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、複数の電話番号それぞれに対応付け
られたＵＲＬから、前記通信端末の前記発信先電話番号に対応して決定された前記第１の
ＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項３８】
　所定の発信先電話番号に基づいて発信した通信端末に、前記発信の後に取得した前記通
信端末の発信元電話番号によりＳＭＳとして送信されるメッセージに記載される第２のＵ
ＲＬを記憶し、
　前記第２のＵＲＬが記載されたメッセージを受信した前記通信端末から、前記通信端末
のユーザ操作に基づき前記第２のＵＲＬに基づくページ閲覧要求を取得して、前記第２の
ＵＲＬと対応付けられた第１のＵＲＬ、又は前記第２のＵＲＬにパラメータとして含まれ
た第１のＵＲＬを抽出する、
　情報処理方法であって、
　前記第１のＵＲＬは、前記通信端末に表示されるページに対応し、
　前記メッセージに記載される前記第２のＵＲＬは、前記発信先電話番号と対応付けられ
た複数のＵＲＬのうち、前記通信端末のユーザによる操作により前記通信端末から送信さ
れた選択信号に基づき決定された前記第１のＵＲＬに対応する、
　ことを特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末にＷｅｂページを提供する情報提供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信端末には、インターネットを介してＷｅｂページを表示するためのブラウザ
が搭載されている。通信端末のユーザは、ブラウザにおいてＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を指定することによって、所望のＷｅｂページを閲覧
する。
【０００３】
　また、所定のＷｅｂページへ誘導したい広告主は、様々な媒体を通じてＵＲＬ又は検索
キーワード等を報知することによって、ユーザの操作を期待している。このような状況に
おいて、ユーザが発信した音声通話の発信先電話番号を管理装置へ送信し、この電話番号
に対応したＵＲＬを携帯電話端末へ通知してＷｅｂページを表示させる技術が提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－０２８４１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術では、音声通話の発信からＷｅｂページを表示するまでの処
理手順が複雑であり、また、携帯電話端末への機能追加が必須となっていた。
【０００６】
　本発明は、ユーザが所望のＷｅｂページを容易に表示できる管理サーバ、通信端末、情
報提供システム及び情報提供方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る管理サーバは、通信端末へ情報提供を行うサーバであって、電話番号と第
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１のＵＲＬとを対応付けて記憶する記憶部と、前記通信端末から前記電話番号への発信を
検知する検知部と、前記電話番号に対応付けられている前記第１のＵＲＬを示す所定フォ
ーマットのメッセージを、前記通信端末へ送信する送信部と、を備え、前記メッセージは
、前記通信端末が備える起動モジュールにおいて検知され、当該検知されたことに応じて
起動されるブラウザを、当該メッセージにより示されるＷｅｂページへ遷移させるもので
ある。
【０００８】
　前記メッセージは、前記ブラウザが所定のリダイレクトサーバを経由して前記第１のＵ
ＲＬのＷｅｂページへ遷移するための第２のＵＲＬを含み、前記第２のＵＲＬにより実行
指示される処理モジュールは、前記第１のＵＲＬの正当性を判定し、正当と判定した場合
に前記ブラウザを当該第１のＵＲＬのＷｅｂページへ遷移させてもよい。
【０００９】
　前記処理モジュールは、前記通信端末が前記起動モジュールを備えているか否かを判定
し、当該起動モジュールを備えていないと判定した場合、当該起動モジュールをインスト
ールさせてもよい。
【００１０】
　前記処理モジュールは、前記起動モジュールを備えていないと判定した場合、当該起動
モジュールをインストールするためのＷｅｂページへのリンクを前記ブラウザに表示させ
てもよい。
【００１１】
　前記処理モジュールは、所定時間内に前記リンクが選択されなかった場合、前記ブラウ
ザを前記第１のＵＲＬのＷｅｂページへ遷移させてもよい。
【００１２】
　前記送信部は、前記発信の発信元電話番号から一意なＩＤを生成し、当該ＩＤを識別可
能な前記第２のＵＲＬを含む前記メッセージを送信し、前記処理モジュールは、前記ＩＤ
を前記第１のＵＲＬに付与してもよい。
【００１３】
　本発明に係る管理サーバは、前記発信の発信元電話番号に基づいて、前記メッセージの
送信可否及びフォーマットを判定する判定部を備えてもよい。
【００１４】
　前記判定部は、前記発信元電話番号を所定のデータベースと照合することにより、前記
メッセージの送信可否及びフォーマットを判定してもよい。
【００１５】
　前記判定部は、前記通信端末から受信する第１の選択信号に基づいて、前記メッセージ
の送信可否及びフォーマットを判定してもよい。
【００１６】
　前記判定部は、前記メッセージを送信できないと判定した場合、前記発信をオペレータ
の端末へ転送してもよい。
【００１７】
　前記記憶部は、電話番号と複数の第１のＵＲＬとを対応付けて記憶し、前記送信部は、
前記通信端末から受信する第２の選択信号に基づいて、前記複数の第１のＵＲＬから１つ
を決定してもよい。
【００１８】
　前記送信部は、前記メッセージを所定の確率で送信してもよい。
【００１９】
　本発明に係る通信端末は、管理サーバから情報提供を受ける端末であって、電話番号に
基づく発信を行う発信部と、前記管理サーバからメッセージを受信する受信部と、前記管
理サーバが前記発信を検知したことに応じて送信する、前記電話番号に予め対応付けて記
憶されている第１のＵＲＬを示す所定フォーマットのメッセージを受信したことを検知す
ると、ブラウザを起動して、当該メッセージにより示されるＷｅｂページへ遷移させる起
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動モジュールと、を備える。
【００２０】
　前記メッセージは、前記ブラウザが所定のリダイレクトサーバを経由して前記第１のＵ
ＲＬのＷｅｂページへ遷移するための第２のＵＲＬを含み、前記ブラウザは、前記第２の
ＵＲＬにより示される処理モジュールを用いて、前記第１のＵＲＬの正当性を判定し、正
当と判定した場合に当該第１のＵＲＬのＷｅｂページへ遷移してもよい。
【００２１】
　前記ブラウザは、前記処理モジュールを用いて、自端末が前記起動モジュールを備えて
いるか否かを判定し、当該起動モジュールを備えていないと判定した場合、当該起動モジ
ュールをインストールしてもよい。
【００２２】
　前記ブラウザは、前記処理モジュールを用いて、前記起動モジュールを備えていないと
判定した場合、当該起動モジュールをインストールするためのＷｅｂページへのリンクを
表示してもよい。
【００２３】
　前記ブラウザは、前記処理モジュールを用いて、所定時間内に前記リンクが選択されな
かった場合、前記第１のＵＲＬのＷｅｂページへ遷移してもよい。
【００２４】
　前記第２のＵＲＬは、前記発信の発信元電話番号から前記管理サーバにより生成された
一意なＩＤを識別可能に対応付けられており、前記ブラウザは、前記処理モジュールを用
いて、前記ＩＤを前記第１のＵＲＬに付与してもよい。
【００２５】
　前記受信部は、前記発信の発信元電話番号に基づいて、前記管理サーバにより前記メッ
セージの送信が可能と判定された場合に送信された前記メッセージを受信してもよい。
【００２６】
　前記受信部は、前記管理サーバにおいて前記発信元電話番号を所定のデータベースと照
合することにより判定されたフォーマットのメッセージを受信してもよい。
【００２７】
　前記発信部は、前記メッセージのフォーマットを判定するための第１の選択信号を発信
してもよい。
【００２８】
　前記管理サーバにより前記メッセージを送信できないと判定された場合、前記発信がオ
ペレータの端末へ転送されてもよい。
【００２９】
　前記発信部は、前記管理サーバにおいて発信先電話番号と対応付けて記憶されている複
数の第１のＵＲＬから１つを決定するための第２の選択信号を発信してもよい。
【００３０】
　前記受信部は、前記管理サーバから所定の確率で送信される前記メッセージを受信して
もよい。
【００３１】
　本発明に係る情報提供システムは、管理サーバと通信端末とを有するシステムであって
、前記管理サーバは、電話番号と第１のＵＲＬとを対応付けて記憶する記憶部と、前記通
信端末から前記電話番号への発信を検知する検知部と、前記電話番号に対応付けられてい
る前記第１のＵＲＬを示す所定フォーマットのメッセージを、前記通信端末へ送信する送
信部と、を備え、前記通信端末は、電話番号に基づく発信を行う発信部と、前記所定フォ
ーマットのメッセージを受信したことを検知すると、ブラウザを起動して、当該メッセー
ジにより示されるＷｅｂページへ遷移させる起動モジュールと、を備える。
【００３２】
　本発明に係る情報提供方法は、管理サーバが通信端末へ情報提供する方法であって、前
記管理サーバは、電話番号と第１のＵＲＬとを対応付けて記憶しており、前記通信端末が
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前記電話番号に基づく発信を行う発信ステップと、前記サーバが前記通信端末から前記電
話番号への発信を検知する検知ステップと、前記サーバが前記電話番号に対応付けられて
いる前記第１のＵＲＬを示す所定フォーマットのメッセージを、前記通信端末へ送信する
送信ステップと、前記通信端末が前記所定フォーマットのメッセージを受信したことを検
知すると、ブラウザを起動して、当該メッセージにより示されるＷｅｂページへ遷移させ
る起動ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、通信端末において、ユーザが所望のＷｅｂページを容易に表示できる
。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】実施形態に係る情報提供システムの機能概要を示す図である。
【図２】実施形態に係る情報提供システムの構成を示すブロック図である。
【図３】実施形態に係る広告設定テーブルを示す図である。
【図４】実施形態に係るＳＭＳの一例を示す図である。
【図５】実施形態に係るＷｅｂページの一例を示す図である。
【図６】実施形態に係るＩＤ管理テーブルを示す図である。
【図７】実施形態に係る情報提供システムの処理を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施形態の一例について説明する。
　本実施形態の情報提供システム１は、ユーザが音声通話の操作又はＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ
　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）の送信処理を行ったことに応じて、発信先電話番号
に対応した広告等のＷｅｂページを表示させる。
【００３６】
　図１は、本実施形態に係る情報提供システム１の機能概要を示す図である。
　通信端末の一例としてのスマートフォン１０は、音声通話機能を有すると共に、インタ
ーネットに接続可能な情報処理装置であり、Ｗｅｂサイトを閲覧するためのブラウザを備
えている。
【００３７】
　スマートフォン１０から所定の電話番号へ音声通話又はＳＭＳの発信が行われると、電
話通信網の交換機２０を介して、発信元及び発信先の電話番号を含む着信情報が管理サー
バ３０へ通知される。なお、発信は、電話番号を宛先とできる通信手段によるものであれ
ば、音声通話又はＳＭＳには限られない。以下、音声通話の発信を例として説明する。
【００３８】
　管理サーバ３０は、発信先電話番号に対応づけて予め記憶されているＵＲＬを記載した
メッセージを、発信元であるスマートフォン１０へ送信する。このメッセージは、電話番
号により送受信可能なＳＭＳであるとして説明するが、これには限られず、例えば、ＭＭ
Ｓ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ｅｍａｉｌ又は所
定のアプリケーションに固有のメッセージ等であってもよい。
【００３９】
　スマートフォン１０は、ブラウザを起動し、管理サーバ３０から受信したメッセージに
記載されているＵＲＬにより、インターネット上のＷｅｂサーバ５０へ直接、又はリダイ
レクトサーバ４０を経由してアクセスし、Ｗｅｂページを表示する。
　このとき、所定フォーマットのメッセージの受信に応じてブラウザが自動起動されるこ
とにより、ユーザは、音声通話の発信操作のみでＷｅｂページを表示できる。
【００４０】
　図２は、本実施形態に係る情報提供システム１の構成を示すブロック図である。
　スマートフォン１０は、制御部１１と、記憶部１２と、通信部１３と、入力部１４と、



(10) JP 6698893 B2 2020.5.27

10

20

30

40

50

表示部１５とを備える。
　管理サーバ３０は、制御部３１と、記憶部３２と、通信部３３とを備える。同様に、リ
ダイレクトサーバ４０は、制御部４１と、記憶部４２と、通信部４３とを備える。
【００４１】
　制御部１１は、スマートフォン１０の全体を制御する部分であり、記憶部１２に記憶さ
れた各種プログラムを適宜読み出して実行することにより、本実施形態における各種機能
を実現している。制御部１１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）であってよい。
【００４２】
　また、制御部１１は、発信部１１１と、受信部１１２と、起動部１１３とを備える。
　発信部１１１は、ユーザ操作に基づく音声発信処理を行うことにより、管理サーバ３０
へ発信元及び発信先の電話番号を通知する。
　受信部１１２は、管理サーバ３０から送信されるＳＭＳを受信する。
【００４３】
　起動部１１３は、管理サーバ３０から所定フォーマットのＳＭＳを受信したことを検知
すると、ブラウザを起動して、受信したＳＭＳに記載されているＷｅｂページへ遷移させ
る。この一連の処理は、自動起動モジュールによって実行される。自動起動モジュールは
、スマートフォン１０の電源起動時等、所定のタイミングで起動し、所定フォーマットの
ＳＭＳの受信を常時監視する。
【００４４】
　ここで、所定フォーマットのＳＭＳは、自動起動モジュールによって識別可能な特定の
データ又はデータ構造を有している。自動起動モジュールは、この特定のデータ又はデー
タ構造を検出すると、ブラウザを起動し、ＳＭＳに記載されているＵＲＬにアクセスする
。
【００４５】
　記憶部１２は、ハードウェア群をスマートフォン１０として機能させるための各種プロ
グラム、及び各種データ等の記憶領域であり、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ又はハ
ードディスク（ＨＤＤ）等であってよい。具体的には、記憶部１２は、本実施形態の各機
能を制御部１１に実行させるプログラムを記憶する他、ＳＭＳを受信するアプリケーショ
ン、ブラウザ、及び前述の自動起動モジュールを記憶する。
【００４６】
　通信部１３は、スマートフォン１０が他の装置と通信する場合のネットワーク・アダプ
タである。具体的には、通信部１３は、制御部１１の制御に従って、電話通信網を介して
音声通話を行い、また、インターネットを介して、Ｗｅｂサーバ５０又はリダイレクトサ
ーバ４０と通信する。
【００４７】
　入力部１４は、スマートフォン１０に対するユーザからの指示入力を受け付けるインタ
フェース装置である。入力部１４は、例えば、タッチパネル及び操作ボタン等により構成
される。
【００４８】
　表示部１５は、制御部１１による表示制御に従って、ユーザにデータの入力を受け付け
る画面を表示したり、制御部１１による処理結果の画面を表示したりする。表示部１５は
、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）又は有機ＥＬディスプレイ等のディスプレイ装置であって
よい。
【００４９】
　制御部３１は、管理サーバ３０の全体を制御する部分であり、記憶部３２に記憶された
各種プログラムを適宜読み出して実行することにより、本実施形態における各種機能を実
現している。制御部３１は、ＣＰＵであってよい。
【００５０】
　また、制御部３１は、検知部３１１と、判定部３１２と、送信部３１３とを備える。
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　検知部３１１は、スマートフォン１０から予め登録されている電話番号への音声発信を
検知する。
【００５１】
　判定部３１２は、検知された音声発信の発信元電話番号に基づいて、ＳＭＳの送信可否
及びフォーマットを判定する。
　具体的には、判定部３１２は、発信元電話番号を記憶部３２の所定のデータベースと照
合する。そして、判定部３１２は、例えば、「０９０」、「０８０」、「０ＡＢＪ」等の
番号形態から判別される固定電話の番号か携帯電話の番号かの区分、通信事業者から提供
された電話番号情報により判別される事業者コード等を取得し、ＳＭＳの送信可否及びフ
ォーマットを判定する。
【００５２】
　また、判定部３１２は、自動の音声案内等に応じてスマートフォン１０から受信するコ
ード（第１の選択信号）に基づいて、ＳＭＳの送信可否及びフォーマットを判定する。例
えば、「Ａ社の場合は１、Ｂ社の場合は２、Ｃ社の場合は３を押してください。」といっ
た音声案内に対して、ユーザ操作により事業者の区分が管理サーバ３０へ通知される。判
定部３１２は、事業者に応じたＳＭＳのフォーマットを決定する。
【００５３】
　判定部３１２は、発信元が固定電話である等、ＳＭＳを送信できないと判定した場合、
音声発信をオペレータの端末へ転送する。
【００５４】
　送信部３１３は、電話番号に対応付けられている広告ＵＲＬ（第１のＵＲＬ）を示す所
定フォーマットのＳＭＳを、スマートフォン１０へ送信する。
　このとき、送信部３１３は、目的の広告ＵＲＬそのものではなく、リダイレクトサーバ
４０を経由して広告ページへ遷移させるための第２のＵＲＬを記載したＳＭＳを送信する
ことが好ましい。
【００５５】
　また、送信部３１３は、発信先電話番号と複数の広告ＵＲＬとが対応付けられている場
合に、自動の音声案内等に応じてスマートフォン１０から受信するコード（第２の選択信
号）に基づいて、複数の広告ＵＲＬから１つを決定する。
【００５６】
　記憶部３２は、ハードウェア群を管理サーバ３０として機能させるための各種プログラ
ム、及び各種データ等の記憶領域であり、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ又はハード
ディスク（ＨＤＤ）等であってよい。具体的には、記憶部３２は、本実施形態の各機能を
制御部３１に実行させるプログラムを記憶する他、電話番号と広告ＵＲＬ（第１のＵＲＬ
）とを対応付けて記憶する。
【００５７】
　図３は、本実施形態に係る管理サーバ３０の記憶部３２に格納される広告設定テーブル
を示す図である。
【００５８】
　広告設定テーブルは、広告主からの依頼により追加、更新されるデータベースであり、
所定の購入手続を経て登録される。
　発信先電話番号に対して、１又は複数の広告ＵＲＬが紐付けられ、さらに、ＳＭＳに記
載されるメッセージと、広告ＵＲＬの有効期限が記憶される。同一の発信先電話番号に対
して複数の広告ＵＲＬが記憶される場合、それぞれを識別する区分が設けられる。この区
分は、音声案内等に続いてユーザにより選択され、１つの広告ＵＲＬが決定される。
【００５９】
　図４は、管理サーバ３０からスマートフォン１０へ送信されるＳＭＳの一例を示す図で
ある。
　この例では、発信先電話番号に対応したメッセージと共に、発信先電話番号に対応して
決定された広告ＵＲＬ（第１のＵＲＬ）、又はリダイレクトサーバを経由するための第２
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のＵＲＬが記載されている。
【００６０】
　この他、ＳＭＳは、スマートフォン１０の起動部１１３が検知できるように、所定のル
ールに従ったフォーマットで記述される。
　具体的には、例えば、既定位置に所定の記述が含まれる、又はＵＲＬの記述に所定のフ
ラグが含まれる等により、管理サーバ３０から送信された自動起動用のＳＭＳであること
が検知される。
【００６１】
　制御部４１は、リダイレクトサーバ４０の全体を制御する部分であり、記憶部４２に記
憶された各種プログラムを適宜読み出して実行することにより、本実施形態における各種
機能を実現している。制御部４１は、ＣＰＵであってよい。
【００６２】
　制御部４１は、スマートフォン１０から要求された広告ＵＲＬ（第１のＵＲＬ）の正当
性を判定した後、正当と判定された場合に、スマートフォン１０で起動されたブラウザを
、この広告ＵＲＬのＷｅｂページへ遷移させる。
　これにより、情報提供システム１は、広告ＵＲＬに基づくスマートフォン１０からの接
続先を、信頼できるサイトに限定し、セキュリティを向上できる。
　例えば、広告ＵＲＬに設定されている有効期限を過ぎている場合、又は広告ＵＲＬが既
知のブラックリストに含まれている場合等、Ｗｅｂページを表示させるべきでないと判定
される場合、制御部４１は、エラー表示又はブラウザを閉じる等の処理を行う。
【００６３】
　また、制御部４１は、スマートフォン１０が自動起動モジュールを備えているか否かを
判定し、備えていないと判定した場合、スマートフォン１０に自動起動モジュールをイン
ストールさせる。
　具体的には、制御部４１は、インストール用の所定のＷｅｂページへ自動的に、又はこ
のページへのリンクを表示してユーザからの指示によりページ遷移させる。このとき、制
御部４１は、所定時間内にリンクが選択されなかった場合、広告ＵＲＬのＷｅｂページへ
遷移させるように制御してもよい。
【００６４】
　図５は、本実施形態に係る自動起動モジュールをインストールするか否かをユーザに質
問するＷｅｂページの一例を示す図である。
　この例では、Ｗｅｂページ内に記述されているＵＲＬが５秒以内に選択された場合、イ
ンストール用のページが表示されるが、ユーザ操作がないまま５秒が経過すると、目的の
広告ページが表示される。
【００６５】
　また、管理サーバ３０及びリダイレクトサーバ４０は、発信元であるスマートフォン１
０の電話番号に対応する情報を広告ＵＲＬのＷｅｂページに提供できる。
　具体的には、管理サーバ３０の送信部３１３は、発信元電話番号から、ハッシュ演算等
により一意なＩＤを生成し、このＩＤを識別可能に対応付けたパラメータを付加したリダ
イレクト用のＵＲＬ（第２のＵＲＬ）を含むＳＭＳを送信する。そして、リダイレクトサ
ーバ４０の制御部４１は、第２のＵＲＬに対応付けられているＩＤを広告ＵＲＬ（第１の
ＵＲＬ）に付与する。
【００６６】
　図６は、本実施形態に係るＩＤ管理テーブルを示す図である。
　ＩＤ管理テーブルは、管理サーバ３０及びリダイレクトサーバ４０の双方から参照可能
に、いずれかのサーバ又は他の記憶装置に記憶される。
【００６７】
　発信元電話番号に対応付けて、生成されたハッシュ値等の発信元ＩＤ、発信先電話番号
、広告ＵＲＬ、及びリダイレクト用ＵＲＬが記憶される。
　なお、発信元が固定電話である等の理由により管理サーバ３０がＳＭＳを送信しない場
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合、発信元ＩＤ及びリダイレクト用ＵＲＬは生成されない。
【００６８】
　図７は、本実施形態に係る情報提供システム１の処理を示すシーケンス図である。
　ステップＳ１において、スマートフォン１０は、ユーザの操作に応じて音声発信を行う
。
【００６９】
　ステップＳ２において、管理サーバ３０は、交換機２０から、音声発信の発信元である
スマートフォン１０の電話番号と共に、発信先の電話番号を取得する。
【００７０】
　ステップＳ３において、管理サーバ３０は、広告設定テーブルを参照し、登録されてい
る電話番号への音声発信を検知する。
【００７１】
　ステップＳ４において、管理サーバ３０は、発信先電話番号に対応付けられている広告
ＵＲＬ及びメッセージ等を抽出し、ＳＭＳでスマートフォン１０へ送信する情報を決定す
る。
【００７２】
　ステップＳ５において、管理サーバ３０は、ステップＳ４で決定した情報を記載したＳ
ＭＳを、スマートフォン１０に対して送信する。
【００７３】
　ステップＳ６において、スマートフォン１０は、ＳＭＳを受信したことを検知すると、
ブラウザを自動起動する。
【００７４】
　ステップＳ７において、スマートフォン１０は、ステップＳ５で受信したＳＭＳに記載
されているＵＲＬをブラウザに入力し、リダイレクトサーバ４０へＷｅｂページの閲覧を
要求する。
【００７５】
　ステップＳ８において、リダイレクトサーバ４０は、ステップＳ７で取得したＵＲＬの
パラメータに基づいて、ＩＤ管理テーブルから広告ＵＲＬを抽出する。そして、リダイレ
クトサーバ４０は、この広告ＵＲＬの正当性を判定する。
【００７６】
　ステップＳ９において、スマートフォン１０は、リダイレクトサーバ４０から正当性が
確認された広告ＵＲＬの通知を受ける。
【００７７】
　ステップＳ１０において、スマートフォン１０は、ステップＳ９で通知を受けた広告Ｕ
ＲＬにより、Ｗｅｂサーバ５０へＷｅｂページの閲覧を要求する。
【００７８】
　ステップＳ１１において、スマートフォン１０は、Ｗｅｂサーバ５０からページデータ
を受信し、ブラウザにＷｅｂページを表示させる。
【００７９】
　本実施形態によれば、情報提供システム１は、スマートフォン１０において音声発信す
るのみで、対応したＵＲＬのＷｅｂページを自動で表示させることができる。したがって
、情報提供システム１は、電話を掛けるという容易な操作のみにより、ユーザが所望のＷ
ｅｂページを容易に表示できる。
【００８０】
　なお、ＳＭＳを受信する通信端末（スマートフォン１０）が自動起動モジュールを有し
ていない場合であっても、ＳＭＳに記載されているＵＲＬをユーザがクリック又はタップ
等の操作により選択することで、容易にブラウザを起動して所望のＷｅｂページを表示で
きる。つまり、情報提供システム１を導入するにあたり、既存の通信端末に必ずしも自動
起動モジュールが予めインストールされている必要はなく、不都合が生じない。
【００８１】
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　また、情報提供システム１は、リダイレクトサーバ４０を経由して目的のＷｅｂページ
を表示させる。したがって、情報提供システム１は、リダイレクトサーバ４０によりＷｅ
ｂページの正当性が確認されるので、安全に適切なＷｅｂページを表示できる。
【００８２】
　また、情報提供システム１は、リダイレクトサーバによりＳＭＳの受信を検知してブラ
ウザを起動する自動起動モジュールをスマートフォン１０が有しているか否かを判定でき
る。したがって、情報提供システム１は、自動起動モジュールを有していないスマートフ
ォン１０に対して、このアプリケーションをインストールさせることにより、次回以降の
利便性を向上できる。
【００８３】
　このとき、情報提供システム１は、自動起動モジュールをインストールするためのＷｅ
ｂページへのリンクを表示させることにより、ユーザの利便性を高め、また、インストー
ルをするか否かの選択肢を提供できる。
　さらに、所定時間内にリンクが選択されなかった場合、自動で目的のＷｅｂページへ遷
移するので、Ｗｅｂページの自動表示という利便性を保ちつつ、簡易にインストール処理
を行う選択肢を設けられる。
【００８４】
　また、情報提供システム１は、発信元電話番号に基づくＩＤを広告ＵＲＬに付与するこ
とにより、目的のＷｅｂページに対してＩＤを通知できる。したがって、広告主等のサイ
トにおいて、ＩＤに紐付く情報を管理することにより、ログインの自動化の他、個人に特
化したサービスが提供可能となる。
【００８５】
　また、情報提供システム１は、発信元電話番号に基づいて、ＳＭＳの送信可否及びフォ
ーマットを判定できる。したがって、情報提供システム１は、ＳＭＳを受信可能な端末に
対して効率的にＵＲＬを通知できる。
【００８６】
　このとき、情報提供システム１は、発信元電話番号を所定のデータベースと照合するこ
とにより、又はスマートフォン１０から選択信号を受信することにより、ＳＭＳの送信可
否、送信情報及びフォーマットを容易に判定できる。
　そして、情報提供システム１は、発信元へＳＭＳを送信できないと判定した場合、電話
をオペレータの端末へ転送できるので、発信元端末の種類によらず、ユーザにサービスを
提供できる。
【００８７】
　また、情報提供システム１は、１つの発信先電話番号に対して複数の広告ＵＲＬを対応
付け、スマートフォン１０から選択信号を受信することにより１つの広告ＵＲＬを決定で
きる。したがって、情報提供システム１は、１つの電話番号に対応する同種のＷｅｂペー
ジを細分化し、よりきめ細かいサービスを提供できる。例えば、情報提供システム１は、
通販サイト等において、商品のサイズ、色等に応じた専用のＷｅｂページへユーザを誘導
できる。
【００８８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙
したに過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものでは
ない。
【００８９】
　前述の実施形態では、スマートフォン１０から特定の電話番号への発信は、音声通話で
あるとして説明したが、これには限られない。電話番号に基づく発信であれば、ＳＭＳ等
、他の通信であってもよい。
【００９０】
　管理サーバ３０は、スマートフォン１０からの発信の後、さらに選択信号を受信したが
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、スマートフォン１０は、電話番号に所定のコードを付加して発信を行ってもよい。
【００９１】
　管理サーバ３０は、発信を検知するとＳＭＳを発信元へ送信したが、ＳＭＳを所定の確
率で送信してもよい。例えば、管理サーバ３０は、予め定められた当選確率で送信する、
又は予め定められた時刻に検知した発信に対して送信する等の設定を受け付けてもよい。
これにより、情報提供システム１は、くじ又は懸賞等のサービスを提供できる。
【００９２】
　前述の実施形態では、広告ＵＲＬ（第１のＵＲＬ）に対応付けられたリダイレクト用Ｕ
ＲＬ（第２のＵＲＬ）がＳＭＳで通知されたが、通知されるＵＲＬの形式はこれには限ら
れない。例えば、広告ＵＲＬ（第１のＵＲＬ）がリダイレクト用ＵＲＬ（第２のＵＲＬ）
にパラメータとして含まれていてもよい。
【００９３】
　スマートフォン１０の起動部１１３は、ＳＭＳのフォーマットにより、管理サーバ３０
からＵＲＬが通知されたことを検知したが、これには限られない。例えば、起動部１１３
は、ＳＭＳに記述されているＵＲＬのドメインが既定のリダイレクトサーバ４０であるこ
と、又はＳＭＳの送信元が既定の管理サーバ３０であること等により検知してもよい。
【００９４】
　リダイレクトサーバ４０の制御部４１は、スマートフォン１０に自動起動モジュールを
インストールさせる場合、ユーザの操作入力を求めることなく、自動的にインストール処
理を行ってもよい。これにより、ユーザの作業負荷が低減される。
【００９５】
　前述の実施形態では、目的のＷｅｂページが広告であるとして説明したが、これは一例
に過ぎず、Ｗｅｂページを用いた様々なサービスが提供可能である。
　例えば、情報提供システム１は、電話番号により特定される動画を自動再生できる。情
報提供システム１は、電話番号により特定されるアプリケーションを通信端末に自動でダ
ウンロード、又はダウンロード用ページへ遷移させられる。情報提供システム１は、電話
番号により特定される地点、通信端末の現在位置等を示す地図を端末に表示できる。情報
提供システム１は、通信端末の現在位置等から電話番号により特定される地点までのルー
ト検索結果を通信端末に表示できる。
　通信端末の現在位置は、例えば、ＳＭＳの受信を契機にＧＰＳ測位等により取得され、
第２のＵＲＬのパラメータとしてリダイレクトサーバ４０へ通知される。
【００９６】
　なお、スマートフォン１０は、ネットワークに接続可能な情報処理装置の一例であり、
携帯電話機、スマートフォン、タブレット端末等の携帯端末、又はＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）等、様々な情報処理装置（コンピュータ）であってよい。
【００９７】
　また、管理サーバ３０及びリダイレクトサーバ４０は、一体の情報処理装置であっても
よいし、機能毎にさらに複数の情報処理装置に分散されてもよい。
【００９８】
　前述の各機能は、ソフトウェアにより実現される。ソフトウェアによって実現される場
合には、このソフトウェアを構成するプログラムが、上記情報処理装置にインストールさ
れる。また、これらのプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭのようなリムーバブルメディアに記録
されてユーザに配布されてもよいし、ネットワークを介してユーザのコンピュータにダウ
ンロードされることにより配布されてもよい。
【符号の説明】
【００９９】
　１　情報提供システム
　１０　スマートフォン（通信端末）
　１２　記憶部
　３０　管理サーバ（情報処理装置）
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　３１　制御部
　３２　記憶部
　４０　リダイレクトサーバ
　１１１　発信部
　１１２　受信部
　１１３　起動部
　３１１　検知部
　３１２　判定部
　３１３　送信部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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